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お尋ねのありました「２．国民年金の保険料の未納率」の数字が確定している

最新年度のものにつきまして、以下のとおり回答いたします。 

（回答） 

○ 国民年金の保険料の未納率を示したものはございませんが、「納付義務が

どれだけ果たされているか」という納付状況をみるための指標として、納付

対象月数に対する納付月数の割合として算出した納付率がございます。 

○ 保険料は過去２年分の納付が可能であり、過年度分の保険料として納付

されたものを加えた「最終納付率」でお答えしますと、 

令和２年度分保険料の最終納付率 ： 80.7％ 

となっているところです。 

最終納付率（令和２年度分保険料）（％）

=
令和５年４月末現在の令和２年度分保険料の納付月数

令和５年４月末現在の令和２年度分保険料の納付対象月数
× 100 

※ 納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数（法定免除月数、

申請全額免除月数、学生納付特例月数、納付猶予月数及び産前産後免除月数を含ま

ない。）であり、納付月数はそのうち実際に納付された月数である。ただし、納付対

象月数及び納付月数には免除等に係る追納月数は含まれていない。 

（出所）厚生労働省「令和４年度の国民年金の加入・保険料納付状況」 
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国民健康保険料（税）市町村収納率 

令和３年度 94.24％ 

2024年 5 月 10 日 
国民健康保険課 
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